
特定者用定期乗車券発売規則（2026年 2月 27日九州旅客鉄道株式会社公告第 22号） 

特定者用定期乗車券発売規則（1987年 4月九州旅客鉄道株式会社公告第９号）の一部を次のように改正し、2026年 4月 1日から施行します。また、この公告の施

行に伴い、旧様式のものは当面の間使用できることとします。 

現 行 改 正 

（前略） 

 

別表第３（第７条） 

（1）社会福祉事務所長発行用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前略） 

 

別表第３（第７条） 

（1）社会福祉事務所長発行用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改 正 

（2）市区町村長発行用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) ６枚つづりとする。 

   (2) 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 

 

 

（2）市区町村長発行用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) ６枚つづりとする。 

   (2) 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。 

 

 


